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宮城県総務部市町村課宮城県総務部市町村課
［ホームページアドレス］
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sichouson/zaimubunseki.html
※ホームページからもご覧いただけます。
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※ホームページからもご覧いただけます。

平成28年度決算

長沼フートピア公園（登米市）県内最大の湖沼「長沼」の南側にある公園。休日はたくさんの家族連れで賑わいます。
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平成２８年度の県内市町村の普通会計決算額は、歳入が１兆６，９３７億円、歳出が１兆５，３４３億円
で、歳入・歳出ともに減少となりました。このうち、東日本大震災分（復旧・復興事業分及び
全国防災事業分の合計。以下、同じ。）は、歳入が６，８０９億円、歳出が５，６０３億円となっています。
実質収支は５１１億円の黒字となり、１２年連続で赤字の団体はありませんでした。
単年度収支は０．１億円の赤字となり、赤字団体は３５団体中１７団体（前年度は１５団体）でした。
実質単年度収支は、３１０億円の赤字となり、赤字団体は３５団体中２８団体（前年度は１９団体）で
した。
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第１部　市町村財政の推移と現状分析

普通会計第１章

決算規模・決算収支１
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実質単年度
収　支

単年度
収　支

実　質
収　支

形式収支歳出総額歳入総額
市町村名

うち東日本
大震災分（Ａ－Ｂ）うち東日本

大震災分（Ｂ）うち東日本
大震災分（Ａ）

▲４，４４８９６３，３１０１６，０６１１４，５８１３４，９４８４７４，３１２５１，００９４８８，８９３仙 台 市
▲２，１３６２，２６２１２，８４３３８，４６９５２，８７０１４２，１４５２０１，６７８１８０，６１５２５４，５４８石 巻 市
▲２，３６２▲１，３００８３１６３２，２７０１８，２０４３７，６５１１８，２６８３９，９２１塩 竈 市
▲１３，１２４▲８，５２９５，９１５２３，６８３２３，９８５１３２，７９５１６２，９７３１５６，４７８１８６，９５８気仙沼市
▲５２２▲４８３６７０４４４９８５１６，７３４９８５１７，１７８白 石 市
▲２，５６９▲５６８１，４９９１３，７７０１５，５４７３８，７５９６４，６１４５２，５２９８０，１６１名 取 市
▲３６２▲１２３６４１６５４０９２１７１３，１８７３８２１３，５９７角 田 市
▲８７７▲３４１１３２，０６８２，２５３８，７９６３０，５３５１０，８６５３２，７８８多賀城市
６９８１，１５１２，４４０４，８８６５，８３５７，９６５２２，４１３１２，８５１２８，２４９岩 沼 市

▲１，１８０２１９１，４６０６５１１，６４６６２５４７，４４５１，２７６４９，０９１登 米 市
７６８４１，０５３１２６１，５６６８５２４６，１０８９７８４７，６７４栗 原 市

▲１，１１０１，２６３２，０３９２，６５４６，３７５３３，７５７４８，３７６３６，４１２５４，７５１東松島市
▲１，１６５▲６６６１，６２０１４０２，０８２２，９７８６４，７２３３，１１８６６，８０６大 崎 市
▲４０３１５５５９１６８７７０３４１３，１０８１０２１３，８７７富 谷 市

▲２９，４８４▲５，９２６３４，４４５１０２，８０６１３０，６３２４２３，０６１１，２４３，８５９５２５，８６７１，３７４，４９１市 計
▲９４▲６５１３３３８１６２１３３５，６２９１７１５，７９０蔵 王 町
▲２２８▲２９５６０３０２４３２，４２６４３２，７２８七ヶ宿町
▲１４８▲１０８３１００３２１１６５７，３９７１６５７，７１８大河原町
▲１５７９１６８６３１９８１００５，４４４１６３５，６４２村 田 町
３２２０９８８８１５４４０１１２，５０４４８９１２，６５８柴 田 町
▲８４▲８５６１２１４１７８４，８６８８１５，００９川 崎 町
▲３２４▲１５４２７０５４４２４２８，６２４２４２９，１６８丸 森 町
▲１，２１５９３１２，０７３２，０９８３，３２４７，０６１１７，８７９９，１５９２１，２０３亘 理 町
４８１１，１８０２，６４２２，５９７４，１４４２１，３８０２７，１７６２３，９７７３１，３２０山 元 町
１，１７４１，９８１３，０６５２，５８６４，１５９６，８０７１２，８０９９，３９４１６，９６９松 島 町
▲１９４▲１５５８０５４７１，２２０４，２３０１０，４９９４，７７６１１，７１９七ヶ浜町
▲７７４▲８０４１２７４０１，４１５３，２１５１３，８３９３，９５５１５，２５４利 府 町
▲２９４▲３１０４９５７７３６８３８１１，３２０７８１１２，００３大 和 町
▲６４３５２４３８８３８７１０４，９０７９８５，２９４大 郷 町
▲２４９９２３５２１５３７７４４，２３８２１９４，６１５大 衡 村
５９１２１５３９１７３５３４，４７６６２４，６４８色 麻 町

▲５１４▲５３９４２０９６８３１１３，０６７３１１４，０３６加 美 町
▲１９５８５２７６７２６２８８８７，４５６１６０８，０８４涌 谷 町
▲２１６▲４５１６５１４２１４３２４９，９５５３３８１０，１６９美 里 町
１，９７１１，８８８１，９１４２，８７５３，０５９５６，３８３６２，３６７５９，２５８６５，４２６女 川 町
▲７０２４８２２，１９１５，０１１６，１４８３６，４９５４３，５９２４１，５０６４９，７４１南三陸町
▲１，５１１５，９１８１６，６３９１７，８１７２８，７２１１３７，２５２２９０，４７２１５５，０６９３１９，１９３町 村 計
▲３０，９９５▲８５１，０８５１２０，６２３１５９，３５４５６０，３１３１，５３４，３３１６８０，９３６１，６９３，６８４県計（仙台市含）
▲２６，５４８▲１０４４７，７７４１０４，５６２１４４，７７３５２５，３６５１，０６０，０１８６２９，９２７１，２０４，７９１県計（仙台市除）

形式収支
歳入から歳出を差し

引いた額をいいます。
実質収支
その年度の決算で、

収支が赤字か黒字かを
見るための指標で、形
式収支から翌年度に繰
り越すべき財源（事業
の繰越によって来年度
に確保すべき財源な
ど）を差し引いた額を
いいます。
単年度収支
実質収支には、その

年度以前から累積され
た赤字や黒字の要素が
含まれています。した
がって、その年度の収
支の赤字・黒字を判別
するためには、その年
度の実質収支から、前
年度の実質収支を差し
引いた額を算出する必
要があり、この数値を
単年度収支といいま
す。
実質単年度収支
単年度収支には、長

期的に見て、実質的な
黒字要素・赤字要素と
なる支出・収入が含ま
れています。例えば財
政調整基金という基金
への繰出しは将来の赤
字に備えて積立を行う
もので、その年度では
支出となりますが、後
年度で取り崩せば収入
となります。また、地
方債の繰上償還は償還
を行うその年度におい
て、単年度としては大
きな支出になります
が、後々の地方債償還
に係る利息を削減する
ことができるなど、長
期的には支出を削減す
る効果があります。こ
れらの要素がなかった
と仮定して算出した収
支を実質単年度収支と
いいます。
実際の算定にあたっ

ては、単年度収支に、
財政調整基金への積立
額及び地方債の繰上償
還額を加え、財政調整
基金の取崩し額を差し
引いた額となります。

普通会計
市町村など地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分経理されていますが、各団体の会計区分は一様ではないた
め、一般行政部門を普通会計として整理しています。この他の会計には、その収支を一般会計とは分けて経理する必要がある
場合に設けられる会計で、各種の公営企業会計や国民健康保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計などが
あります。

※　上表は端数処理により、合計と一致しない場合があります。

―用語解説――（単位：百万円）

市町村別普通会計決算収支の状況　　平成２８年度
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（１）歳入構造
平成２８年度の歳入は１兆６，９３７億円で、前年度に対し２，５７５億円（１３．２％）の減少となりまし

た。
歳入が減少した要因は、繰入金や国庫支出金の減少額が大きかったことがあげられます。
繰入金は、東日本大震災復興交付金等の復興事業財源を積み立てた基金からの繰入金の減少
などにより、前年度と比較して１，１５０億円（２７．９％）の減少となりました。また、国庫支出金
は、東日本大震災復興交付金等の復旧・復興事業に係る補助金の減少などにより、前年度と比
較して９８８億円（２８．３％）の減少となりました。
一方、地方税は、所得割を納める納税義務者数の増加や家屋の課税総棟数の増加等により、
前年度と比較して６４億円（１．９％）の増加となりました。

歳入構成比の推移

地方税　地方公共団体が仕事を進めていくために根本になる財源で、その地域に暮らし、活動し、消費している個人や法人が
負担しているものです。地方税には都道府県が課税する都道府県税と市町村が課税する市町村税があります。
地方交付税　地方税は、地域によって人口や経済力に差があるため、どの地域も同じように得られるとは限りません。一方で、
例えば生活保護などは、地域の経済力に差があるとしても日本全国どこでも同じ内容でなければなりません。このように、一
定の行政水準を保つため、地域ごとの税収の違いを補てんする地方交付税という制度があります。いわば、国による税の再配
分の性格を持っており、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合を財源としています。交
付税には、一定の算式により交付される「普通交付税」と、災害など特別の財政事情に応じて交付される「特別交付税」、東
日本大震災による特別な財政事情に応じて交付される「震災復興特別交付税」の３つがあります。
地方債　地方公共団体が、必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が単年度でなく、複数年度に
わたり行われるものです。

（百万円） 単位：百万円・％ 
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14.7

19.0

1.1

33.2

15.7

12.0
4.8
12.6

20.9

1.0

33.0

12.1

7.6

11.4

26.9

23.8

0.6

17.6

5.5

15.6

7.8

42.7

15.0

0.4

13.0

28.2

5.2

5.5

30.6

14.8

0.4

15.3

871,138 902,749
964,835 950,961

1,592,743

2,323,868

2,059,529 

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

歳　入２
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市町村税 地方譲与税 地方交付税 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

14.7

16.5

仙台市
石巻市
塩竈市
気仙沼市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
蔵王町
七ヶ宿町
大河原町
村田町
柴田町
川崎町
丸森町
亘理町
山元町
松島町
七ヶ浜町
利府町
大和町
大郷町
大衡村
色麻町
加美町
涌谷町
美里町
女川町
南三陸町

38.6 0.6 5.6 15.1 4.7 8.9 26.5

6.9 0.3 15.2 16.8 3.5 4.3 53.0

14.5 0.3 18.3 11.9 3.0 5.2 46.8

3.5 0.1 10.6 14.7 1.3 4.4 65.4

23.3 1.1 32.5 11.3 5.3 5.0 21.5

14.1 0.4 12.9 19.1 2.9 3.9 46.7

24.6 1.4 29.6 11.0 5.6 10.2 17.6

23.7 0.4 14.5 18.0 4.1 6.4 32.9

23.5 0.6 9.4 8.9 4.0 2.6 51.0

15.5 1.3 38.7 9.9 7.4 10.0 17.2

15.0 1.0 43.4 7.4 5.7 12.0 15.5

6.6 0.3 20.0 14.4 5.7 1.2 51.8

24.0 0.9 27.4 12.4 7.2 12.3 15.8

42.4 1.0 12.2 13.3 5.6 4.7 20.8

29.9 1.2 36.8 8.3 4.8 5.4 13.6

18.1 1.1 45.7 6.3 3.4 5.3 20.1

36.6 1.0 23.9 10.2 6.1 4.9 17.3

23.9 1.2 36.3 11.6 5.4 6.1 15.5

35.0 1.0 23.3 11.4 5.2 8.7 15.4

18.9 1.1 47.1 7.7 5.5 5.0

14.4 1.3 40.6 13.2 7.3 6.4 16.8

16.2 0.7 18.7 8.3 4.6 1.9 49.6

3.7 0.2 23.0 9.5 6.3 2.3 55.0

10.0 0.3 14.8 10.7 4.2 1.4 58.6

18.2 0.4 18.9 6.5 3.8 3.4 48.8

30.8 0.6 10.0 12.9 4.2 6.7 34.8

41.4 1.0 14.0 14.1 5.4 2.4 21.7

20.6 0.9 31.8 9.2 5.8 10.8 20.9

32.2 1.0 20.1 11.4 4.9 6.6 23.8

16.5 1.9 47.4 9.2 5.8 4.3 14.9

18.8 1.4 41.5 6.5 6.1 9.2

18.7 1.3 36.6 7.9 5.7 7.5 22.3

25.1 1.3 38.9 7.2 7.2 4.8 15.5

4.8 14.0 33.9 4.2 1.7 41.4

2.6
0.1

18.7 12.0 3.1 5.3 58.2

歳入のうち一般財源の構成割合（平成２８年度）

50

40

30

20

10

0

財政力指数 
グループ 

1.0以上 
Ａ 

0.5～1.0未満 
Ｂ 

0.4～0.5未満 
Ｃ 

0.2～0.4未満 
Ｄ 

平　均 
全 

（％） 

地方譲与税 市町村税 地方交付税 その他 

24.8

7.4
11.2

19.9

15.5

0.5
3.2

33.6

0.8
2.3

16.0

0.3
1.4

11.9

0.5
3.9

※　財政力指数については、Ｐ１６を参照してください。

◎グループ別の該当団体
Ａ　該当団体なし
Ｂ　仙台市・石巻市・塩竈市・名取市

角田市・多賀城市・岩沼市・大崎市
富谷市・大河原町・柴田町・亘理町
七ヶ浜町・利府町・大和町・大衡村
女川町

Ｃ　気仙沼市・白石市・東松島市・蔵王町
村田町・松島町・大郷町・美里町

Ｄ　登米市・栗原市・七ヶ宿町・川崎町
丸森町・山元町・色麻町・加美町
涌谷町・南三陸町

市町村別歳入構成比（平成２８年度）

―用語解説―――――――――――――
一般財源　財源の使途が特定されず、どのような経費
にも使用することができるものをいいます。
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（２）自主財源と依存財源
市町村の財源は、自主財源（地方税など自主的に収入する財源）と依存財源（地方交付税な
ど、国又は都道府県から交付される収入）に分けられ、自主財源の多寡は市町村の財政運営の
自主性、安定性に影響を与えます。
自主財源が財源全体に占め
る割合は、前年度５１．７％より
３．７ポイント上昇し５５．４％と
なりました。これは、地方交
付税や国庫支出金が減少した
こと等によるものです。

2

8

3

7

3

1

川崎町・丸森町
色麻町

蔵王町・七ヶ宿町・村田町・大郷町
加美町・涌谷町・美里町

大河原町・柴田町
女川町

2

白石市

亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町・利府町
大和町・大衡村・南三陸町9

角田市
大崎市

仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・名取市
多賀城市・岩沼市・東松島市・富谷市

登米市
栗原市

50％以上 

（市部） （町村部） 

40～50％ 

30～40％ 

20～30％ 

20％未満 

自主財源の割合別団体数（平成２８年度）

歳入決算額の推移

自主財源
地方税、分担金及び負担金、使用料、手数
料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、
諸収入

（億円） 
24,000 

22,000 

20,000 

18,000 

16,000 

14,000 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0 

単位：億円（％） 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

23,239

20,595
19,844 19,512

8,711

4,436
（50.9）

1,771
（20.3）

4,275
（49.1）

3,284
（37.7）

9,027

4,612
（51.1）

1,840
（20.4）

4,416
（48.9）

3,327
（36.9）

9,648

4,394
（45.5）

1,836
（19.0）

5,254
（54.5）

3,199
（33.2）

9,510

4,235
（44.5）

1,987
（20.9）

5,274
（55.5）

3,138
（33.0）

15,927

4,356
（27.3）

3,793
（23.8）

11,572
（72.7）

2,805
（17.6）

6,238
（26.8）

3,497
（15.0）

17,001
（73.2）

3,018
（13.0）

8,557
（41.5）

3,057
（14.8）

12,039
（58.5）

3,155
（15.3）

10,006
（50.4）

9,838
（49.6）

3,261
（16.4）

2,811
（14.2）

9,417
（48.3）

10,095
（51.7）

3,311
（17.0）

3,164
（16.2）

16,937

依存財源
7,551
（44.6）

自主財源
9,386
（55.4）

地方税
3,375
（19.9）

地方交付税
2,627
（15.5）

自主財源・依存財源の割合の推移

19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 
（％） 

28年度

依存財源

自主財源

地方交付税

国庫支出金

地方債

地方税

17.9 19.9

6.6 6.3

16.2
15.517.0

14.8

51.7
55.4

48.3
44.6

9.0 8.9

14.7
12.6

42.7

23.4
30.6

9.7 10.2
11.5 12.0

7.6
5.5 5.2 6.0

20.3 20.4 19.0
20.9 23.8

15.0

14.8 14.2

37.7
36.9

33.2 33.0

17.6

13.0

15.3 16.4

49.1 48.9

54.5
55.5

72.7 73.2

58.5

50.450.9 51.1

45.5 44.5

27.3

26.9
26.8

41.5
49.6
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（３）市町村税の収入実績
平成２８年度の市町村税収入済額は、３，３７５億円と前年度から１．９％増加しました。
税目別に見ると、市町村民税は前年度比０．７％増の１，５３０億円で構成割合４５．３％となりまし

た。これは、震災復興関連企業等に従事する方を中心に個人所得が増加していることに伴い、
市町村民税の所得割を納める納税義
務者が増加していること等によるも
のです。なお、法人税割は、税制改
正による税率の引下げなどの要因に
より、前年度比９．１％の減となりま
したが、震災以前と比較すると
２８．２％の増となっています。
また、固定資産税は前年度比

３．５％増の１，３５８億円で構成割合が
４０．２％となりました。これは、主に
東日本大震災による課税免除区域が
縮小したこと、家屋の課税総棟数が
増加したことによるものです。
他の普通税では、軽自動車税（構
成割合１．４％）が前年度比１７．５％増、
目的税では、事業所税（構成割合
１．６％）が前年度比０．６％減となった
のに対し、都市計画税（構成割合
５．７％）が前年度比３．５％増となって
います。

市町村税の構成（平成２８年度）
（国民健康保険料（税）を除く）

事業所税
53（1.6）入湯税等 

5（0.2） 

目的税
252（7.5）

都　市
計画税
194
（5.7）

単位：億円（％） 

個人分
1,171
（34.7）

市町村
民　税
1,530
（45.3）

普通税 3,123
（92.5）

固　定
資産税
1,358
（40.2）

軽自動車税等
48（1.4）

交付金
12（0.3）

市 町 村
たばこ税
187（5.6）

法人分
359

（10.6）
土地
427

（12.6）

家屋
627

（18.6）

償却資産
292
（8.7） 県全体

3,375億円

市町村税収入済額（税目別）の推移
（国民健康保険料（税）を除く）

（億円） 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度

単位：億円（％）

1,217
（40.3）

市
町
村
民
税 

固
定
資
産
税 

そ
の
他
普
通
税

目
的
税

3,138

251（8.0）

186（6.0）

1,401
（44.6）

1,300
（41.4）

2,805

219（7.8）

209（7.5）

1,219
（43.4）

1,158
（41.3）

3,284

243（7.4）

190（5.8）

1,390
（42.3）

1,461
（44.5）

3,326

248（7.5）

185（5.5）

1,417
（42.6）

1,476
（44.4）

3,199

250（7.8）

180（5.6）

1,398
（43.7）

1,371
（42.9）

3,155

240（7.6）

232（7.4）

1,416
（44.9）

1,267
（40.2）

3,018

223（7.4）

216（7.2）

1,217
（40.3）

1,362
（45.1）

3,261

238（7.3）

235（7.2）

1,290
（39.5）

1,499
（46.0）

3,311

246（7.4）

235（7.1）

1,311
（39.6）

1,519
（45.9）

3,375

252（7.5）

235（7.0）

1,358
（40.2）

1,530
（45.3）
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収入率は、県全体で９６．７％（前年度９６．１％）と前年度より０．６ポイント上回りました。各市町
村別の状況については、３１団体で前年度の収入率を上回りました。
主な税目別の収入率は、市町村民税は９６．７％（前年度９６．３％）で前年度を０．４ポイント上回り、
固定資産税は９６．２％（前年度９５．３％）で前年度を０．９ポイント上回りました。
次年度に繰越される収入未済額は１０６億円と前年度から１４億円（１１．８％）減少となり、６年連
続で収入未済額が減少となっています。これは、収入率向上に向けた取組の強化により、収入
率が上昇していること等によるものです。

次年度に繰越される収入未済額と収入率の推移
（国民健康保険料（税）を除く）

（百万円） 
30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 

（％） 

98.0 

97.0 

96.0 

95.0 

94.0 

93.0 

92.0 

91.0 

90.0 

89.0 

88.0 

87.0 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度

市町村民税 固定資産税 その他普通税 
市町村税（収入率） 市町村民税（収入率） 固定資産税（収入率） 

目的税 

7,891
（48.4）

979
（6.0）
347（2.1）

7,074
（43.5）

1,853
（7.9）

552
（2.3）

13,313
（56.5）

7,862
（33.3）

23,580

90.0

92.4

94.4

1,726
（6.8）

1,086
（4.3）

13,137
（52.1）

9,271
（36.8）

25,220

90.5

92.2

93.7

1,691
（6.6）

524（2.1）

12,954
（51.0）

10,237
（40.3）

25,406

90.6

91.8

92.6

1,788
（6.7）

440（1.7）

13,340
（50.1）

11,042
（41.5）

26,610

90.6

91.6

91.8

1,507
（6.5）
411（1.7）

11,633
（50.1）

9,681
（41.7）

23,232

90.2

91.5

91.6

9,823
（49.7）

8,320
（42.1）

93.9

93.3

93.4

94.8

94.6

91.8

16,291

819
（5.8）
375
（2.7）

6,751
（48.1）

6,084
（43.4）

14,029

94.5

95.4

1,243
（6.3）
1,243
（6.3）

383（1.9）

19,769

692
（5.7）
332
（2.8）

5,707
（47.4）

5,308
（44.1）

12,039

95.7

95.3

96.2

96.1

96.7
96.3

96.7

市
町
村
民
税

固
定
資
産
税

そ
の
他
普
通
税

目
的
税

4,787
（45.1）

4,819
（45.4）

431
（4.0）

580
（5.5）

10,617

※「収入未済額」＝「調定済額」－「収入済額」＋「還付未済額」－「不納欠損額」
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（４）地方交付税の概要
地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも標準的な
行政サービスや基本的な社会資本が提供できるように財源を保障するためのもので、一定の基
準により、国税の一定割合を国が交付する税です。
本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源はそれぞれの地方公共団体がその住民
から徴収した地方税で賄うのが理想ですが、税源の地域的なアンバランスがあり、多くの地方
公共団体が必要な税収を確保できません。そこで、本来地方の税収入とすべき財源を国が代
わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分しています。つまり、地方交付税は「国が
地方に代わって徴収する地方税」といえます。

全国の地方交付税総額については、平成１６年度からの三位一体改革等に伴い地方税収が増加
したため、減少傾向にありました。しかし平成２０年のリーマンショックを発端とした景気低迷
の影響等も踏まえ、国の加算措置がとられるようになり増加に転じました。平成２３年度には東
日本大震災に対処するため、特別交付税が増額されたこと、さらに通常の地方交付税とは別枠
で震災復興特別交付税が創設されたことにより、これまでにない規模の額となりました。その
後、景気回復による税収の伸び等により、地方交付税総額は再び減少傾向となっています。

県内市町村の地方交付税額等及び全国の地方交付税総額の推移

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

500,000 

県
内
市
町
村
地
方
交
付
税
額
等 

（百万円） 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

180,000 

200,000 

全
国
の
地
方
交
付
税
総
額
（
補
正
後
ベ
ー
ス
） 

（億円） 

19 20 21 22 23 24 28年度26 2725
普通交付税 

地方交付税全国総額（補正後ベース）A
臨時財政対策債 特別交付税 震災復興特別交付税 

Aのうち国税四税分（平成26年度以前は国税五税分）
注）平成23年度以降の地方交付税全国総額は、普通交付税、特別交付税の交付額に震災復興特別交付税交付額を加えた額です。

161,691 167,106 167,498 181,580 186,251 186,444
178,002

202,770 208,054 220,923

256,981

430,947

402,037

355,987

328,052

15,381 16,878
16,067

17,124

69,340

123,694

16,906
16,784

146,306 110,962

25,698 24,070 37,358

58,277 51,662 52,381 50,239

170,253

16,118

94,694

46,987

167,047

16,809

132,583

41,489

普通交付税
162,261

特別交付税
15,749

震災復興特別交付税
84,709

臨時財政対策債
35,285

152,027 154,061
158,202

171,936

187,522 182,898
175,955

174,314

357,928

173,906 172,390

114,165
108,958 120,103107,781

143,204
121,926

88,814

128,584

145,664 137,930

298,004
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●特別交付税（特別な財政需要に対する財源保障）
焔特別交付税

普通交付税の基準財政需要額の算定方法では捕そくされない除排雪、公立病院、離島航
路維持等の経費のほか、災害発生による応急復旧・災害復旧など特別の財政需要に対して
特別交付税が交付されます。
焔震災復興特別交付税

東日本大震災からの復旧・復興事業に係る地方負担分について、地方債により措置する
のではなく、その全額を震災復興特別交付税で措置することにより、被災団体の実質的な
財政負担をゼロとする対応がとられました。
なお、平成２８年度からは被災自治体の「自立」につなげていく観点から、一部事業の地
方負担分への措置率が９５％となっています。

平成２８年度県内市町村普通交付税算定結果

包
括
算
定
経
費

公
債
費

個
別
算
定
経
費
　 

包括算定経費
56,712

基準財政需要額
（縮減後・振替後）

458,812

臨時財政対策費
振替額
35,285

公債費
61,966

総務費
34,437

産業経済費13,887

厚生費
182,544

教育費
44,846

土木費
52,570

消防費
32,421

基準財政需要額
（振替前）
495,775百万円

Ⓐ

基準財政需要額
（縮減後・振替後）
458,812百万円

Ⓑ
（Ⓐ－縮減額－臨時財政対策債振替額）

財源不足額
162,639百万円

Ⓓ
（Ⓑ－Ⓒ+錯誤額）

普通交付税額
162,261百万円
（Ⓓ－調整額）

地域の元気創造事業費6,499
人口減少等特別対策事業費7,571

地域経済・雇用対策費2,323

一
般
財
源

基準財政収入額
296,379百万円

Ⓒ

目
的
財
源

調整額
+378

普通税
233,100

税交付金
46,408

地方譲与税8,485
その他3,591

地方譲与税等683
目的税4,113

普通交付税
162,261

錯誤額
+206

縮減額
1,679

財源不足額
162,433

基準財政需要額　各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うための財政需要を一定の方法によって算定した額です。
基準財政収入額　地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な常態において徴収が見込まれる税収入を一定の
方法によって算定した額です。標準税率で算定した地方税等の収入見込額のうち、７５％の額とされています。
臨時財政対策債　地方の財源不足を埋めるため、平成１３年度から地方財政法第５条の特例として発行されている地方債のこと
です。各地方公共団体の財源不足額及び財政力を考慮して発行可能額を算出し、基準財政需要額の一部が臨時財政対策債発行
可能額に振り替えられています。なお、臨時財政対策債に係る元利償還金相当額は、後年度の基準財政需要額に全額算入され
ることになっています。
合併算定替　合併市町村に係る普通交付税の算定方法の特例で、合併後の一定期間に限って、普通交付税の額が合併前の状態
における額より減少しないようにするための特別な算定方法です。

普通交付税の算式
普通交付税額
＝財源不足額（基準財政需要額－基準財政収入額）－

調整額（基準財政需要額×調整率）

※調整額：普通交付税の総額が財源不足額の総額に満
たない場合に、財源不足額の総額を普通交
付税の総額と一致させるために調整される
額のことをいいます。

※錯誤額：交付税算定後において、基準財政需要額ま
たは基準財政収入額に異動の生じた額のこ
とをいいます。

※縮減額：合併算定替により算定された普通交付税の
額が、段階的に縮減される額のことをいい
ます。

（注）１．構造説明のため、数値とグラフの長さが合わ
ない箇所があります。

２．表示単位未満四捨五入のため合計と積み上げ
額が一致しない場合があります。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●普通交付税（標準的な行政運営に対する財源保障）
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（１）歳出構造
平成２８年度の歳出は１兆５，３４３億円で、前年度に対して１，９５４億円（１１．３％）の減少となりま

した。
地方公共団体の歳出構造を分類する方法には、歳出を経済的性質に分類した「性質別分類」
と、歳出を行政目的により分類した「目的別分類」があり、それぞれ以下のグラフのとおりと
なっています。

性質別分類　歳出を経済的性質によって、人件費、普通建設事業費、物件費など、予算や決算の区分である節を基準として分
類したものです。また、経費を「義務的経費」「投資的経費」「その他の経費」に分類することによって、財政の健全性、弾力
性を測定することができます。
目的別分類　歳出をその行政目的によって、総務費、民生費、土木費、教育費など、予算や決算の区分である款及び項を基準
として分類したものです。

歳出決算の構造（平成２８年度）
（性質別）

10.5% 7.8% 12.3% 28.0% 3.2% 10.0% 8.4% 7.2% 12.6%県　　全　　体
（1,534,331百万円）

仙　　台　　市
（474,312百万円）

町　　村　　部
（290,472百万円）

市部（仙台市除く）
（769,547百万円）

東日本大震災分
（560,313百万円）

9.8% 33.2% 3.8% 10.1% 10.8% 7.1% 13.4%

14.1% 13.2% 21.4% 12.2% 1.1% 13.0% 8.6% 6.1% 10.4%

8.5% 8.8%5.5% 35.7% 4.2% 8.2% 7.4% 7.9% 13.7%

58.9% 7.5% 2.7% 5.4% 2.8% 20.8%

人件費 公債費 扶助費 物件費普通建設事業費 繰出金補助費等 その他災害復旧事業費

5.1% 6.7%

1.0%1.0%0.9%0.9% 0.2%

（目的別）

県　　全　　体
（1,534,331百万円）

東日本大震災分
（560,313百万円）

仙　　台　　市
（474,312百万円）

市部（仙台市除く）
（769,547百万円）

町　　村　　部
（290,472百万円）

19.4% 15.2% 6.6% 7.0% 31.0% 6.8% 3.8% 5.1% 5.0%

17.4% 16.6% 5.6% 6.3% 32.7% 4.2% 5.5%6.5% 5.3%

11.2% 33.9% 7.8% 13.5% 9.6% 13.2% 9.1%

15.9% 21.7% 6.5% 4.7% 26.4% 7.5% 3.2% 7.8% 6.4%

21.2% 2.1%2.4% 8.4% 54.1% 7.5% 2.3%

1.1%1.1%

0.6%0.6%

その他 災害復旧費教育費土木費農水費衛生費民生費総務費 公債費

0.9%0.9%1.2%1.2%

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

歳　出３
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市町村別目的別歳出構成比（平成２８年度）

民生費 その他公債費災害復旧費農林水産費衛生費総務費 土木費 教育費

仙台市

石巻市

塩竈市

気仙沼市

白石市

名取市

角田市

多賀城市

岩沼市

登米市

栗原市

東松島市

大崎市

富谷市

蔵王町

七ヶ宿町

大河原町

村田町

柴田町

川崎町

丸森町

亘理町

山元町

松島町

七ヶ浜町

利府町

大和町

大郷町

大衡村

色麻町

加美町

涌谷町

美里町

女川町

南三陸町

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％ 

11.2 33.9 7.8 0.6 13.5 9.6 13.2 9.1

20.2 12.7 4.0 2.7 38.6 5.2 8.0 4.9 3.7

9.9 20.1 4.4 8.8 40.0 4.0 2.0 6.0 4.8

17.5 5.4 2.8 12.4 50.0 2.4 3.6 4.1

13.5 29.6 15.3 2.8 11.4 8.9 2.1 7.6 8.8

24.1 14.0 2.7 6.0 36.1 6.0 3.4 4.4 3.4

14.6 27.2 8.4 4.9 12.7 16.0 7.8 7.7

20.7 28.7 4.0 24.1 9.4 7.2 4.4

15.7 26.4 5.5 4.2 29.6 5.8 2.3 4.4 6.0

12.6 27.2 13.0 7.5 10.5 9.8 10.0 9.1

14.0 23.7 12.4 6.6 9.6 10.7 2.8 11.1 9.1

22.4 11.1 2.6 7.3 37.4 4.4 7.6 3.2 3.9

9.5 29.3 10.8 4.0 11.9 13.0 2.1 10.3 9.1

13.9 41.8 8.1 8.4 14.7
1.2
3.6 7.5

15.0 26.5 14.2 3.2 7.8 13.3 8.9 10.4

20.0 12.7 12.3 6.0 13.7 8.6
1.0
8.3 17.5

12.9 34.2 16.2 7.8 11.6 7.3 8.4

13.2 24.4 12.7 5.0 9.0 10.0 3.9 13.8 8.0

13.5 29.2 11.4 2.4 13.4 11.8
1.21.2

9.5 7.5

15.5 25.9 13.6 4.7 14.1 10.3 5.0 9.9

15.2 23.5 9.4 7.0 9.0 6.0 11.0 10.9 8.0

13.6 21.9 4.0 8.7 30.4 7.4 2.3 4.6 7.0

11.7 7.1 12.6 53.9 4.6 4.3
1.9
2.3

27.1 12.7 3.6 5.9 31.2 4.9 5.3 4.0 5.2

20.2 18.6 4.8 4.5 29.5 13.0 3.0 6.3

11.2 25.7 6.0 15.3 13.7 12.9 9.6 5.6

21.1 26.9 12.0 2.8 8.5 11.5 2.5 5.7 9.0

15.4 26.6 8.1 6.3 15.1 10.7 2.7 8.9 6.2

16.9 18.4 9.1 5.5 19.7 8.6 4.6 8.3 9.0

15.7 20.5 15.9 8.4 13.2 10.2 6.6 8.2

14.6 26.3 7.7 4.9 10.4 11.9 2.1 13.3 8.8

14.4 26.1 14.2 6.6 5.6 14.6 10.9 7.7

14.9 27.2 8.9 8.8 6.0 12.8 14.1 7.3

32.3 3.6 5.4 6.7 43.4 6.1 1.0

17.4 5.2 2.7 6.4 53.9 3.2 6.0 2.2 3.0

0.2

1.4

0.7

1.8

1.1

0.7

0.7

1.6

1.01.0

0.1

1.3

0.50.9

1.3

1.5
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（２）経費別決算額の推移
義務的経費は、前年度と比較して３．４％増の４，６８５億円で、歳出総額に占める割合は３０．５％と

なりました。内訳としては、人件費が前年度と比較して０．１％減となった一方、公債費が前年度
と比較して１．７％増、扶助費が社会福祉費の増加により、前年度と比較して７．８％増となりました。
投資的経費は、復興関連事業の減少により、前年度と比較して１３．６％減の４，７８１億円、歳出総
額に占める割合は３１．２％となりました。内訳としては、補助普通建設事業が１７．３％減、単独普
通建設事業が６．８％減、普通建設事業費全体では前年度と比較して１５．３％減、災害復旧事業費が
前年度と比較して５．４％増となりました。

歳出決算額の推移

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 
（億円） 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度

単位：億円(％) 

8,565

1,163
（13.6）

3,376
（39.4）

4,026
（47.0）

1,712
（20.0）

8,848

1,142
（12.9）

3,654
（41.3）

4,052
（45.8）

1,685
（19.0）

9,454

1,260
（13.3）

4,106
（43.5）

4,088
（43.2）

1,661
（17.6）

9,136

1,071
（11.7）

3,702
（40.5）

4,364
（47.8）

1,647
（18.0）

14,995

2,068
（13.8）

8,128
（54.3）

4,799
（32.0）

1,635
（10.9）

21,521

2,703
（12.6）

14,408
（66.9）

4,409
（20.5）

1,589
（7.4）

18,432

4,181
（22.7）

9,847
（53.4）

4,404
（23.9）

1,567
（8.5）

17,785

5,127
（28.8）

8,159
（45.9）

1,589
（8.9）

15,343

投資的経費
4,781
（31.2）

その他
5,877
（38.3）

義務的経費
4,685
（30.5）

人件費
1,608
（10.5）

17,297

5,530
（32.0）

7,236
（41.8）

4,531
（26.2）

1,610
（9.3）

4,500
（25.3）

義務的経費・投資的経費の割合の推移

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度

（％） 

11.6
11.7 11.8

15.4 15.0
13.9

8.4
6.0

20.0
19.0

17.6

7.4

13.6 12.9 13.8

47.0
45.8

43.2

47.8

32.0

20.5

23.9

22.7

8.5 9.5

8.5
6.9

28.8

6.9

25.3

義務的経費

投資的経費人件費

扶助費

公債費

12.6

8.9

12.3

31.2

7.8

30.5

10.510.1

32.0

6.8

26.2

9.3
7.1

13.3 11.7

15.9
18.0

13.8
12.7

10.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

義務的経費　人件費、扶助費、公債費が該当します。支出が義務づけられているため、任意に節減できない極めて硬直性の高
い経費です。
投資的経費　普通建設事業費、災害復旧事業費等で、その支出の効果が資本形成に向けられる経費です。義務的経費に対して、
この経費の割合が高いほど、財政構造は弾力性が高いといえます。
普通建設事業費　道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等に要する投資的経費のことです。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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普通建設事業費の内訳の推移

0
19 20 21 23 24 26 2725 28年度

50,000

100,000

150,000

200,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

22

35,706 35,266 37,229 36,879
46,418

110,622

268,993

391,433391,433

3,776 3,561 3,900 3,242 4,068 2,698 2,519 2,415 1,695 1,442 1,560 1,531 1,326 2,658

69,530 67,516 79,060
63,025

46,48146,481
54,158

58,763 71,097

1,301 2,658

421,027

347,993

1,391 3,410

80,983
国
直
轄
事
業
負
担
金

国
直
轄
事
業
負
担
金

県
営
事
業
負
担
金

県
営
事
業
負
担
金

単
独
事
業
費

補
助
事
業
費

75,438

1,163 4,748

義務的経費の割合別団体数（平成２８年度）

4

岩沼市1

塩竈市1

50%以上 

40～45% 

35～40% 

30～35% 

25%未満 

蔵王町・柴田町・加美町
涌谷町

登米市・大崎市
富谷市

白石市・角田市・多賀城市
栗原市

利府町
大郷町

七ヶ宿町
亘理町

川崎町・丸森町・大和町
大衡村・色麻町

山元町・松島町・七ヶ浜町
女川町・南三陸町

（町村部） （市部） 

2

4

大河原町・村田町
美里町

3

5

3

仙台市1

4

2

5

25～30% 

45～50% 

石巻市・気仙沼市・名取市
東松島市

投資的経費の割合別団体数（平成２８年度）

20%以上 

15～20% 

10～15% 

10%未満 

（町村部） （市部） 

8

4

5

4

8

3

2

七ヶ宿町・亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町
利府町・女川町・南三陸町

石巻市・塩竈市・気仙沼市・名取市・多賀城市
岩沼市・栗原市・東松島市

丸森町・大和町
大郷町・大衡村

村田町・柴田町・川崎町
色麻町・加美町

蔵王町・大河原町
涌谷町・美里町

角田市・登米市
大崎市

仙台市・富谷市

1 白石市
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（１）経常収支比率の状況
財政構造の弾力性を示す経常収支比率
は、単純平均では９１．６％と前年度（８９．２％）
より２．４ポイント上昇しました。加重平均
でも９５．２％と前年度（９２．２％）より上昇し
ており、依然として硬直的な財政状況が続
いています。
また、段階的分布状況を見ると、９０％以
上が２０団体、８０％以上９０％未満が１４団体と
なっており、３５団体のうち３４団体が８０％を
超えています。

栗原市

大崎市 石巻市
女川町

登米市

涌谷町

大衡村

大和町

富谷市
利府町
多賀城市

塩竈市

七ヶ浜町

大郷町

東松島市

美里町

南三陸町

気仙沼市

加美町

仙台市

川崎町

蔵王町

七ヶ宿町

白石市

丸森町

角田市 山元町

亘理町

大河
原町

柴田町
村田町

名取市

岩沼市

色麻町

松島町

経常収支比率の推移（平均は単純平均）

75 

0 

80 

85 

90 

95 

100 

105 
（％） 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度

（　）は減収補塡債（特例分）、臨時財政対策債を 
経常一般財源から除いた経常収支比率 

凡　例 
県　　　平　　　均 
仙　　　台　　　市 
市（仙台市除く）平均 
町 　 村 　 平 　 均 

88.2
（94.6） 86.8

（92.5）
84.9

（91.5）

87.8
（93.6）

88.9
（93.0）

89.7
（94.1）

87.8
（93.0）

93.9
（101.4）

95.8
（104.2）

88.5
（97.1）

91.4
（97.9）

92.2
（96.2）

93.6
（98.0）

97.3
（109.6）95.4

（107.9）

96.5
（109.6）

101.5
（115.6）

97.4
（105.4）96.7

（101.8）

97.4
（103.5）

90.8
（96.9）

89.0
（94.8）

89.8
（95.9）

93.4
（99.9）

98.2
（109.5）

91.2
（98.5） 89.5

（96.0）

86.4
（93.9）

89.3
（95.4）

90.2
（94.3）

91.2
（95.7）

89.6
（95.5）

91.6
（96.4）
89.9

（94.4）

93.8
（98.8）

99.4
（107.4）

89.2
（94.5）

87.7
（92.5）

96.2
（105.1）

91.5
（97.2）

経常収支比率　地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられ、地方税や普通交付税等の毎年度継続して
入ってくる使い道の自由な収入（経常的一般財源）が、どれくらいの割合で人件費、扶助費、公債費等のように容易に削減す
ることのできない経常的経費に充てられているかを数値として表したものであり、近年では全国の市町村の平均が９０％前後で
推移しています。
＜算式＞
　　　　経常収支比率＝――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　×１００

団体数
団体色区　分

計町村市

０００　７５％未満

１１０　７５～８０％未満

２１１　８０～８５％未満

１２９３　８５～９０％未満

２０１０１０　９０％以上

３５２１１４　計

歳出総額のうち経常的経費に充当した一般財源
歳入総額のうち広義の経常的一般財源＋減収補填債特例分＋臨時財政対策債

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（平成２８年度）

財政構造４



１５

（２）実質公債費比率の状況
平成２８年度の実質公債費比率（平成２６～

２８年度の３ヶ年平均）は、単純平均では
７．４％と前年度（８．０％）より、０．６ポイン
ト改善しました。加重平均でも８．８％と前
年度（９．４％）より改善しました。
起債許可団体となる１８％以上の団体はあ
りませんでした。

栗原市

大崎市 石巻市
女川町

登米市

涌谷町

大衡村

大和町

富谷市

大郷町 松島町

東松島市

美里町

南三陸町

気仙沼市

加美町

仙台市

川崎町

蔵王町

七ヶ宿町

白石市

丸森町

角田市 山元町

亘理町

大河
原町

柴田町
村田町

名取市

岩沼市

色麻町

利府町
多賀城市

塩竈市

七ヶ浜町

団体数
団体色区　分

計町村市

９７２５％未満

１８１０８５～１０％未満

８４４１０～１５％未満

０００１５～１８％未満

０００１８％以上

３５２１１４計

（平成２８年度）

（３）将来負担比率の状況
平成２８年度の将来負担比率は、単純平均

で３０．０％（前年度３２．４％）、加重平均で
４９．８％（前年度５７．０％）となりました。
なお、早期健全化基準（３５０％）を上回る
団体はありませんでした。

栗原市

大崎市 石巻市
女川町

登米市

涌谷町

大衡村

大和町

富谷市

大郷町 松島町

東松島市

美里町

南三陸町

気仙沼市

加美町

仙台市

川崎町

蔵王町

七ヶ宿町

白石市

丸森町

角田市 山元町

亘理町

大河
原町

柴田町
村田町

名取市

岩沼市

色麻町

利府町
多賀城市

塩竈市

七ヶ浜町

団体数
団体色区　分

計町村市

１６１０６　負担額なし

８４４　５０％未満

９６３　５０～１００％未満

２１１　１００～１５０％未満

０００　１５０％以上

３５２１１４　計

（平成２８年度）

実質公債費比率、将来負担比率　Ｐ２５参照
―用語解説――――――――――――――



１６

（４）財政力指数の状況
財政基盤の強さを示す指標である財政力
指数（平成２６～２８年度の３ヶ年平均）は、
単純平均で０．５３（前年度０．５２）、加重平均で
０．６６（前年度０．６５）となりました。

栗原市

大崎市 石巻市
女川町

登米市

涌谷町

大衡村

大和町

富谷市

大郷町 松島町

東松島市

美里町

南三陸町

気仙沼市

加美町

仙台市

川崎町

蔵王町

七ヶ宿町

白石市

丸森町

角田市 山元町

亘理町

大河
原町

柴田町
村田町

名取市

岩沼市

色麻町

利府町
多賀城市

塩竈市

七ヶ浜町

団体数
団体色区　分

計町村市

０００　１．０以上

１７８９　０．５～１．０未満

８５３　０．４～０．５未満

７５２　０．３～０．４未満

３３０　０．２～０．３未満

０００　０．２未満

３５２１１４計

（平成２８年度）

財政力指数の推移
（３ヶ年の平均値）　（平均は単純平均）

（％）

0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度

凡　例
県　　　平　　　均
仙　　　台　　　市
市（仙台市除く）平均
町 　 村 　 平 　 均

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.480.49
0.52

0.540.540.55

0.48

0.490.51
0.52

0.540.54
0.53

0.84 0.850.850.860.860.850.84
0.87

0.490.510.53
0.550.550.55

0.50 0.49

0.49

0.51 0.50

0.91

0.49 

0.53 
0.55

0.89 

0.50 

0.52 
0.52 

財政力指数　基準財政収入額を基準財政需要額で割り出して得た数値の過去３ヶ年の平均値をいい、この数値が大きいほど財
政力が強いとみることができます（基準財政収入額・基準財政需要額についてはＰ９参照）。
＜算式＞
　　　財政力指数（単年度）＝―――――――――――基準財政収入額

基準財政需要額

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※小数第３位までの数値により区分



１７

（５）将来にわたる財政負担の推移
地方債の平成２８年度末現在高は、１兆３，３１９億円（前年度１兆３，３１７億円）となっており、依
然として多額の債務を抱えている状況です。
また、地方債現在高に、将来的に支出が伴う債務負担行為を加えると１兆７，１３８億円（前年度
１兆７，９７７億円）となっており、将来にわたる財政負担は前年度よりは減少していますが、今後
も財政構造の硬直化が懸念されます。

地方債現在高の状況
（平成２８年度末現在高）

将来にわたる財政負担の推移

単位 : 億円（％） 
うち地域総合 
整備事業債 

 307（2.3）

4,523
（34.0）

1,161
（8.7）

896（6.7）

うち旧合併
特例事業債

その他 
 

3,484
（26.2）

臨時財政 
対策債 

公共事業
等債
584
（4.4）

財源対策債 
439（3.3）

減税補塡債 
 297（2.2）

2,203
（16.5）

過疎対策事業債 
283（2.1）
社会福祉施設
整備事業債
77（0.6）

厚生福祉施設
整備事業債
5（0.0）

1,120
（8.4）

一般廃棄物処理事業債
59（0.4）

公共用地先行取得等事業債
17（0.1）

学校教育施設等整備事業債 
 633（4.8）

公営住宅建設事業債
715（5.4）

うち地方道路等
整備事業債

その他
一般単独債

県全体
13,319 億円

一般単独
事業債

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

14,277

1,654

12,623

14,146

1,688

12,458

14,063

1,579

12,484

16,375

3,648

12,727

18,275

5,346

12,929

18,772 18,470

5,859

12,913

18,470

5,415

13,056

17,138

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度

20,000
（億円）

14,312

1,737

12,575

債務負担
行為
3,819

地方債
現在高
13,319

17,977

4,660

13,317

地方債の借入額と公債費の推移

1,263

183

1,322

1,063

259

842

1,330

1,089

241

922

1,3151,315

1,089

226

1,109

1,265

1,052

213

1,143

1,259

1,053

206

1,204

1,282

1,086

196

1,288

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年度
0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 
(億円) 

（％） 

9.7

10.2 11.5
12.0

7.6

5.5
5.2

6.0

歳入に占める
　　　地方債の割合

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1,220
1,193

1,173

168

1,0801,061
1,0521,195

公債費

6.3

元金
1,060

借入額
1,063

利息
134

6.6
6.0

1,0201,281

153

債務負担行為　歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、地方公共団体が債務
を負担する行為につき、その行為の内容として定めておくものであり（地方自治法第２１４条）、将来の支出を伴うものです。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



１８

（市部） （町村部）

10億円以上

5億円以上

10億円未満

1億円以上

5億円未満

0億円以上

1億円未満

－1億円以上

0億円未満

－5億円以上

－1億円未満

1

1

4

51

4

2

1

4

1

5

6

気仙沼市

石巻市

大河原町・山元町・大和町
色麻町・女川町

蔵王町・柴田町・川崎町
大郷町・加美町

村田町・丸森町
大衡村・美里町

栗原市

七ヶ宿町・松島町・七ヶ浜町
利府町・涌谷町・南三陸町

塩竈市

岩沼市
大崎市

－5億円未満
仙台市・名取市
多賀城市・登米市

白石市・角田市
東松島市・富谷市

亘理町

（１）基金の状況
平成２８年度末における積立基金現在高は、県
全体で８，４０７億円となり、前年度（９，６５２億円）
と比較して１，２４５億円（１２．９％）の減となりまし
た。内訳については、財政調整基金が１，７２２億
円（２．０％減）、減債基金が２８４億円（２．１％減）、そ
の他特定目的基金が、６，４０２億円（１５．８％減）と
なりました。

財政調整基金単年度積立額（平成２８年度）

積立基金現在高の推移

基金　ある特定の目的のために財産を維持し基金を積み立てるため、又は定額の資金を運用するために設けられる基金のこと
をいいます。前者を積立基金、後者を定額運用基金といい、それぞれ地方公共団体が任意で設置することができますが、その
設置は条例によることとされています。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

基金の状況（平成２８年度）
その他
72（0.8） 単位：億円（％）

定額運用基金
　　　407（4.6）

土地開発基金
335（3.8）

財政
調整基金
　　1,722
　　　（19.5） 減債基金

284（3.2）

その他特定目的基金
　　　6,402（72.6）

積立基金
8,407（95.3）

県全体
8,813億円

年度間の財源調整５

「平成２８年度末現在高－平成２７年度末現在高」による。

19 20 21 22 23 24 25 28 年度
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

12,000

11,000

(億円)
単位 : 億円（％）

2,025 1,985 1,981 2,088

4,019

593（29.3）
148（7.3） 147（7.4）

694（35.0） 715（36.1） 795（38.1）
153（7.7） 186（8.9）

222（5.5）

1,032
（25.7）

282（2.6）

1,636
（14.8）

1,284
（63.4）

1,144
（57.6）

1,113
（56.2）

1,107
（53.0）

2,765
（68.8）

9,108
（82.6）

26 27

10,605

263（2.5）

1,492
（14.1）

8,851
（83.5）

11,026

283（2.6）

1,651
（15.1）

9,023
（82.3）

10,957

284（3.4）

1,722
（20.5）

財政調整基金

減債基金

特定目的基金
6,402
（76.1）

8,407

290（3.0）

1,757
（18.2）

7,605
（78.8）

9,652



１９

（２）積立金現在高比率
一般財源に対して、どの程度積立金があるかを示す積立金現在高比率は、単純平均では

２１０．９％となり、前年度（２３８．７％）より２７．８ポイント低下しています。その他特定目的基金に
おいて、東日本大震災復興交付金等の復興事業財源を積み立てた基金からの取崩額が多額と
なっていることなどが比率低下の要因となっています。

積立金現在高比率の推移
（％） 

19 20 21 22 23 24 25 26 28年度27

凡　例
県　　　平　　　均
仙　　　台　　　市
市（仙台市除く）平均
町 　 村 　 平 　 均

300 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

（財政調整基金+減債基金+その他特定目的基金）
標準財政規模

×100

70.7 
69.9 

261.9
210.9

228.3

193.6

244.0 

243.2 

44.7 46.4
41.2

39.3
37.4

67.2

89.4

76.6

268.6296.9

43.7

49.6

42.9

52.2

45.2

83.6

89.7

39.0 40.7

29.4 29.8 31.0 33.0

73.8

97.1

266.0 261.6

273.2

256.1   
266.9

266.7

積立金現在高比率別の団体数（平成２８年度）

50～60％未満

40～50％未満

30～40％未満

20～30％未満

20％未満

4

1

1

蔵王町・大河原町
丸森町・美里町

柴田町

1色麻町

涌谷町

1
村田町

1 角田市

2
登米市
大崎市

100％以上

80～100％
未満

60～80％未満

（町村部） （市部） 

7 7

4

2

4　　　　　　　　

七ヶ宿町・亘理町・山元町・松島町
七ヶ浜町・女川町・南三陸町

川崎町・利府町
大和町・加美町

石巻市・塩竈市・気仙沼市・名取市
多賀城市・岩沼市・東松島市

仙台市・白石市
栗原市・富谷市 

大郷町
大衡村

財政調整基金　年度間の財源不足の不均衡を調整するために積み立てられる基金で、予期しない税収減や災害発生等の支出増
加等への備えとなります。
減債基金　地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金で、繰上償還を行うときなどに取崩さ
れます。
特定目的基金　特定の目的（高齢者福祉推進のための財源、文化センターの建設財源、スポーツ振興に資するための財源等）
のための財産の維持又は資金の積立の性質を持つ基金です。この基金については、設置された目的のためでなければ処分する
ことができません。
積立金現在高比率　地方公共団体の財政の安定性を判断する指標の一つで、高いほど将来に対する蓄えがあるということがい
えます。
標準財政規模　地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すもので、実質収支比率、実質公債費比率、連結実質赤字比率、
将来負担比率などの基本的な財政指標や財政健全化指標の分母となるため、大きな意味を有しています。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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平成２８年度の決算規模は全体で４，６３３億円となり、前年度（４，９１３億円）から２８０億円の減とな
りました。これを普通会計の歳出決算額（１兆５，３４３億円）と比較すると、およそ３０．２％の額に
相当し、市町村行財政運営の中でも極めて大きな位置を占めていると言えます。
決算規模を事業別に見ると、下水道事業が公営企業全体の３３．２％を占めており、以下、病院

事業２７．２％、水道事業（簡易水道事業を含む。）１７．９％等となっています。

市町村公営企業決算規模の推移

45,994

28 年度19 20 21 22 23 24 25
※端数処理により、内訳と合計が一致しない場合があります。
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企業債現在高の推移

※端数処理により、内訳と合計が一致しない場合があります。 
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平成２８年度末の企業債現在高は全体で９，９６７億円となり、前年度（１兆３４４億円）から３７７億円
の減となっており、平成１４年度をピークに減少傾向となっています。
企業債現在高を事業別に見ると、下水道事業が最も多く、全体の５３．９％と半分以上を占めて

おり、以下、水道事業（簡易水道事業を含む。）１５．９％、交通事業１４．３％等となっています。

平成２８年度の他会計繰入金は全体で９７６億円となり、前年度（１，１２５億円）から１４９億円の減と
なりました。この内訳を見ると、収益的支出に充てられた繰入額は４６６億円で、収益的収入に占
める割合は１４．７％となっています。一方、資本的支出に充てられた繰入額は５０９億円で、資本的
収入に占める割合は３２．５％となっています。

公営企業会計第２章
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公営企業会計の場合、経費の負担区分の原則等に基づいて一般会計等の他会計が負担すべき
又は負担できる経費もありますが、これらの経費以外の経費は、独立採算性の原則により経営
に伴う収入で賄うことが必要です。東日本大震災以降、他会計繰入金は増加傾向にありました
が、平成２８年度は、復旧・復興事業の進展により、特に下水道事業において他会計繰入金が大
きく減少しました。
他会計繰入金の推移
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収益的支出分 
資本的支出分 
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※端数処理により、内訳と合計が一致しない場合があります。

一般会計から主な公営企業会計に対する繰出金等の推移
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他会計繰入金　料金収入で賄うことが適当ではない又は困難な経費、つまり、独立採算性になじまない経費に充てるため、一
般会計等から上下水道事業や病院事業等の公営企業会計に対して繰り入れられている財源のことです。繰入金額は、原則とし
て、地方公営企業法の規定や毎年度総務省より示される通知を基準にしており、事業ごとに市町村が算定しています。
収益的支出　一年間の経営活動のために使われる人件費や物件費等の支出のことです。基本的に、サービス提供の対価として
の収入（料金収入等）をもって充てられます。
資本的支出　建設工事や設備導入、企業債償還のための支出のことです。主に､企業債等の収入をもって充てられます。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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経常収支比率 

仙　台　市
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89.3 
110.3 
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112.6 
114.3 

平成２８年度決算に基づく経営指標
水道事業の経常収支比率
（上水道事業及び法適用簡易水道事業）

下水道事業の平均経費回収率
（特定公共下水道以外の全事業の数値を合算して算出したもの）
（１）市町村別

市町村立病院の経常収支比率

（２）供用開始経過年数別
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45.1

68.0
78.6

73.0

109.7

経常収支比率　公営企業の分析に用いる指標の一つです。
企業の経常的な活動における収益性を表し、１００％で収支が
均衡している状態であり、１００％を割り込んでいる場合は費
用が収益を上回る状態です。

――――――――――――――――――――　×１００（％）

経費回収率　下水道事業の経営分析に用いる指標の一つで、
汚水処理に要した経費（維持管理費及び資本費）に対して、
どの程度料金収入で賄えているかを示したものです。一般
的には供用開始から年数が経過すると加入者が増加するの
で、数値が高くなる傾向にあります。汚水処理の経費につ
いては、原則加入者からの料金収入によって賄うことと
なっています。

――――――――――――――――――――　×１００（％）

―用語解説―――――――――――――――

使用料単価（＝料金収入÷年間有収水量）
汚水処理原価（＝（維持管理費＋資本費）÷年間有収水量）

経常収益（＝営業収益＋営業外収益）
経常費用（＝営業費用＋営業外費用）
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●累積欠損金の状況
平成２８年度末において、累積欠損金を有する事業（実質収支で赤字が生じた事業を含む。以
下、同じ。）は３６事業で、累積欠損金の額は２，００４億円に上ります。
事業別に見ると、病院事業が１６事業と最も多く、下水道事業が１０事業、上水道事業（簡易水
道事業を含む。）が３事業、交通事業、ガス事業、介護サービス事業が各２事業、その他事業が
１事業となっています。
下記のグラフは、累積欠損金を有する事業の事業別の状況と累積欠損金比率を表したもので
すが交通事業や病院事業の比率が高い状況です。

累積欠損金を有する事業数・累積欠損金比率
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（単位：％） 
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16

37.5

106.8

26.4

28.9

30.7

累積欠損金　営業活動によって生じた各事業年度の欠損金（赤字）が累積したものです。
累積欠損金比率　事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを累積欠損金の有無により把握しようとするもので、営業収
益に対する累積欠損金の割合のことです。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成１９年度決算分から、各市町村は
健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４指
標）及び各公営企業の資金不足比率を算定し、公表することとなりました。※算定式については裏表紙参照
平成２８年度決算に基づく算定の結果、健全化判断比率が早期健全化基準以上となった市町村
はありませんでした。

実質公債費比率
（早期健全化基準　２５％、財政再生基準　３５％）

将来負担比率
（早期健全化基準　指定都市　４００％、その他　３５０％）
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159.4
108.5

25.1
154.6

28.8
136.8

152.4
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0

102.5

80.1

8.6

15.4

20.3

103.9
91.5

168.9
56.9

75.5
112.8

64.8

30.0

49.8

34.5

128.5

129.4

109.4

132.9

110.4

186.6

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

107.9

73.5

55.1

41.9

120.3

46.1

131.9

94.5

62.3
138.4

71.2
165.4

65.6

68.0

245.5

151.4

155.7

116.7

178.7

29.5

65.0

19.6
76.8

82.9
147.6

0.0

仙台市

石巻市

塩竈市

気仙沼市

白石市

名取市

角田市

多賀城市

岩沼市

登米市

栗原市

東松島市

大崎市

富谷市

蔵王町

七ヶ宿町

大河原町

村田町

柴田町

川崎町

丸森町

亘理町

山元町

松島町

七ヶ浜町

利府町

大和町

大郷町

大衡村

色麻町

加美町

涌谷町

美里町

女川町

南三陸町

県平均（単純）

県平均（加重）

全国平均（加重）

46.0

8.5
157.4

19年度
28年度

※棒グラフ及び表内の数値は上段が平成２８年度数値、下段が平成１９年度数値を表しています。
※単純平均の算出に当たり、将来負担額が０以下の団体は、将来負担比率を０として計算しています。

地方公共団体財政健全化法第３章

実質赤字比率（早期健全化基準　１１．２５～１５％、財政再生基準　２０％）
赤字団体はありませんでした。

連結実質赤字比率（早期健全化基準　１６．２５～２０％、財政再生基準　３０％）
赤字団体はありませんでした。



２５

資金不足比率（経営健全化基準　２０％）
３５市町村、５一部事務組合（企業団）の１５５会計のうち、資金不足比率が経営健全化基準を上
回った事業はありませんでした。なお、資金不足額があったのは１事業であり、仙台市の自動
車運送事業でした。

資金不足比率の推移

仙台市（交通）

塩竈市（病院）

登米市（病院）

（単位：％） 

23 24 25 26 27 28年度

3.5

0.05

5.9

3.4

2.1

0.7

0.4

3.1

0

1

3

2

4

5

6

7

8

6.8

地方公共団体の財政の健全化に関する法律　財政指標を整備してその公表の仕組みを設けるとともに、財政の早期健全化及び
再生のための新たな制度を整備することを目的として制定された法律です。
実質赤字比率　一般会計等の実質収支（Ｐ．２参照）の赤字額（実質赤字額）が標準財政規模に占める割合を表す比率です。
連結実質赤字比率　公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
実質公債費比率　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に占める割合を表す比率
です。
地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債の許可を要する団体の判定に用いるために平成１７年度決算分から算定
している地方財政法の実質公債費比率と同じです。
将来負担比率　地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
標準財政規模を基本とした額に占める割合を表す比率です。
早期健全化基準　地方公共団体の財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にそ
の財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４指標それぞ
れについて定められた数値です。
財政再生基準　財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況
において、計画的にその財政の再生を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率の３指標そ
れぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。
資金不足比率　公営企業会計ごとの「資金不足額」が事業の規模に占める割合を表す比率です。「資金不足額」は、地方公営
企業法適用企業では１年以内に支払うべきもの（流動負債）の額が、１年以内に換金できるもの（流動資産）の額を超える場
合、その額（不良債務）を基本に算定します。地方公営企業法非適用企業では、一般会計等の実質赤字額と同様に算定します。
経営健全化基準　地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率につい
て定められた数値です。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※平成２３年度以降、資金不足額があった事業について表示しています。
※数値の表記がない年度は、資金不足額がなかったことを表しています。



２６

1　ここでは、市町村の財政状況を表す６種類の財政指標（①経常収支比率、②連結実質赤字
比率、③実質公債費比率、④将来負担比率、⑤積立金現在高比率、⑥地方債現在高比率）を
４段階に分類し、レーダーチャートで示しています。
2　財政指標を見る場合、①経常収支比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率は市町村
財政の現況を表すものとして、④将来負担比率は市町村財政の将来の姿を予測するものとし
て、⑤積立金現在高比率及び⑥地方債現在高比率は現時点及び将来にわたっての財源の蓄え
と債務を表すものとして見てください。また、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④
将来負担比率は普通会計のみならず、公営企業会計等も含めた財政指標であり、市町村の財
政状況を全体的に捉えています。
3　レーダーチャートは、線が外にあるほど財政状況が良いことを表しています。ただし、大
きな六角形ができているとしても、財政上の問題が何もないということにはなりません。
特に、復興交付金基金等の残高が大きいことにより、大規模な復旧・復興事業を施行して
いる団体の積立金現在高比率や将来負担比率が良く見えやすい点に注意が必要です。

■市町村ごとの財政指標を利用するに当たって

第２部　市町村ごとの財政指標

地方債現在高比率　地方債現在高を標準財政規模で除して得た数値です。地方公共団体の財政の安定性を判断する指標の一つ
で、低いほど将来にわたる地方債の負担が小さいということがいえます。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１２３４

１００．０％以上９５．０％以上
１００．０％未満

県単純平均
（９１．６％）以上
９５．０％未満

県単純平均
（９１．６％）未満経 常 収 支 比 率

早期健全化基準以上
早期健全化基準（団体
によって異なる）未満
の赤字が発生している

赤字が発生していない連結実質赤字比率

早期健全化基準
（２５．０％）以上

地方債許可制移行基準
（１８．０％）以上
早期健全化基準
（２５．０％）未満

県単純平均
（７．４％）以上
地方債許可制移行
基準（１８．０％）未満

県単純平均
（７．４％）未満実 質 公 債 費 比 率

早期健全化基準
（３５０．０％）以上

２００．０％以上
早期健全化基準
（３５０．０％）未満

県単純平均
（３０．０％）以上
２００．０％未満

県単純平均
（３０．０％）未満将 来 負 担 比 率

５．０％以下１０５．５％以下
５．０％より大きい

県単純平均
（２１０．９％）以下
１０５．５％より大きい

県単純平均
（２１０．９％）より大きい積立金現在高比率

３００．０％以上２００．０％以上
３００．０％未満

県単純平均
（１５４．９％）以上
２００．０％未満

県単純平均
（１５４．９％）未満地方債現在高比率

※平成２２年度決算から、起債制限比率の算定を行わなくなったため、地方債現在高比率を新たな指標として用いています。
※上記の財政指標の基準として、主に平成２８年度の県単純平均の数値を用い設定しています。各々のレーダーチャートは、県内における相対的な位
置づけを示すものとなっています。

県単純平均

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１５４．９２１０．９３０．０７．４－９１．６
３３３３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1

2

3

4

1

2

3

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

28年度23年度

町村部単純平均

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１４２．３２２８．３２９．４７．２－８９．９
４４４４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1

2

3

4

1

2

3

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4

3
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1

4
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1
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2
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4
3

2
1

4
3

2
1

市部単純平均

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１７３．６１８４．７３１．１７．７－９４．２
３３３３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1
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4

1

2
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1
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2
1
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1
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4

3
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2
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4
3

2
1



２７

仙台市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
３２４．８６９．９１０８．５９．３－９９．４
１２３３４２

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1
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1
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塩竈市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１７０．８１５０．６２８．８１０．５－９８．８
３３４３４２

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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石巻市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１８６．４３７９．０２５．１１３．４－９８．９
３４４３４２

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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気仙沼市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
２１１．６５３３．８－１２．１－９８．１
２４４３４２

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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名取市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１８３．９２２４．８－５．０－９２．３
３４４４４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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白石市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１１１．６６８．２－７．４－９３．５
４２４３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 
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現在高比率 
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角田市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１７９．８３７．４８２．９７．０－９６．９
３２３４４２

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 
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現在高比率 
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岩沼市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１０８．４２２８．８－▲１．５－９３．０
４４４４４３

経常収支比率 

将来負担比率 
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現在高比率 
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現在高比率 
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多賀城市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
２１４．０１４９．５１９．６９．４－１０５．６
２３４３４１

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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登米市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１７２．９５０．５７３．５８．８－８７．５
３２３３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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東松島市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１３９．７４８４．４－１１．４－８３．７
４４４３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1

2

3

4

1

2

3

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

栗原市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１６５．３７７．１５５．１９．５－８９．０
３２３３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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２８

大崎市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１８３．２５８．１４１．９９．１－８８．３
３２３３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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蔵王町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１１０．０４７．１０．５５．６－８９．７
４２４４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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富谷市

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
７８．５７４．１－▲２．３－９３．８
４２４４４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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七ヶ宿町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１０８．５１７９．９－４．２－７８．８
４３４４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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村田町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１９２．４１９．６１３１．９１４．３－９４．０
３２３３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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大河原町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１１５．５４８．５－▲０．６－８８．４
４２４４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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柴田町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１８４．９３１．７４６．０３．７－９０．９
３２３４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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丸森町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１５５．５４４．６６２．３９．６－８７．５
３２３３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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川崎町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
５５．９６６．６－３．２－９１．９
４２４４４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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亘理町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１４５．２２５７．２－６．０－９０．９
４４４４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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松島町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１５７．２１２３．０７１．２９．４－９２．２
３３３３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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山元町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１５２．８５３２．５－１１．９－９５．０
４４４３４２

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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２９

七ヶ浜町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１２０．５２９１．９－２．１－９６．２
４４４４４２

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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大和町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
８５．２６２．３－２．８－８８．０
４２４４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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利府町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１７４．９７１．６－９．６－８８．９
３２４３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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大郷町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１５１．７８２．６８．５９．８－９３．７
４２４３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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色麻町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１２９．８５０．１９１．５７．８－８３．７
４２３３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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大衡村

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１３８．８８７．３８．６９．４－９４．４
４２４３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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加美町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１５６．８７３．８５６．９７．５－８８．３
３２３３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 
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美里町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１６８．０４７．０６４．８１０．０－８９．５
３２３３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1

2

3

4

1
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3

4
3
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4
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1

4
3
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1
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1
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1
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涌谷町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１３６．５２６．７７５．５１１．４－９４．７
４２３３４３

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1
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1
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3
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女川町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
１２２．１１,８７７．０－４．３－８６．５
４４４４４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4

1
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南三陸町

地方債現在高比率積立金現在高比率将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率経常収支比率
２２６．９７７３．０－９．３－８５．３
２４４３４４

経常収支比率 

将来負担比率 

連結実質 
赤字比率 

実質公債費 
比率 

積立金 
現在高比率 

地方債 
現在高比率 

4
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1



趣旨：一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
○実質赤字＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）
・繰上充用額＝歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額
・支払繰延額＝実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額
・事業繰越額＝実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

趣旨：全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率
イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質
赤字の合計額

ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

趣旨：一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
○準元利償還金の内容
①　満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還をした場合の１年当たりの元金償還金相当額
②　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたと認められるもの
③　一部事務組合等への負担金・補助金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
④　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
⑤　一時借入金の利子

趣旨：一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
○将来負担額の内容
①　一般会計等の地方債現在高
②　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）
③　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
④　当該団体が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
⑤　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
⑥　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見
込額

⑦　当該団体が受益権を有する信託の負債額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額
⑧　設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとして
当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財
務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

⑨　連結実質赤字額
⑩　一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち一般会計等の負担見込額
　

趣旨：公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率
○資金不足額
一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額
○事業の規模
料金収入など主たる営業活動から生じる営業収益等に相当する額

編集・発行　宮城県総務部市町村課
電話：022－211－2336
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sichouson/

この冊子は６４０部作成し、
一部当たりの印刷単価は２７０円です。

財政再生基準早期健全化基準市町村の場合

２０％１１．２５～１５％
（標準財政規模に応じて）○実質赤字比率

３０％１６．２５～２０％
（標準財政規模に応じて）○連結実質赤字比率

３５％２５％○実質公債費比率

－３５０％
（指定都市４００％）○将来負担比率

－２０％
（経営健全化基準）○資金不足比率（公営企業）

　　　　　　　　　　　一般会計等の実質赤字
実質赤字比率　＝　――――――――――――――×１００
　　　　　　　　　　　　　標準財政規模

　　　　　　　　　　　　連結実質赤字額（イ＋ロ）－（ハ＋ニ）
連結実質赤字比率　＝　――――――――――――――――――×１００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準財政規模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元利償還金＋準元利償還金）－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
実質公債費比率　＝　――――――――――――――――――――――――――――――――×１００の３カ年平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準財政規模－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　　　　　　　　　　　　　　　将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋
　　　　　　　　　　　　　　　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）
将来負担比率　＝　―――――――――――――――――――――――――――――――――――×１００
　　　　　　　　　　標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　　　　　　　　　　　　資金不足額
資金不足比率　＝　―――――――――――×１００
　　　　　　　　　　公営企業の事業規模

健全化判断比率等算定式


